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平成２３年３月１６日作成

平成２３年３月２６日更新

＜食品衛生法に基づく飲食物に関する暫定規制値について＞

この暫定規制値を上回る食品について、食用に供されることがないよう販売その他

暫定規制値のうち、放射性ヨウ素と放射性セシウムについて措置されることになります。

に関する暫定規制値は以下のとおりです。

対象 放射性ヨウ素（混合核種の代表核種： Ｉ）１３１

飲料水 300Ｂｑ／Ｋｇ

（注）牛乳・乳製品

野菜類（根菜、芋類を除く ） 2000Ｂｑ／Ｋｇ。

（注） を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること100Bq/kg

対象 放射性セシウム

飲料水 200Ｂｑ／Ｋｇ

牛乳・乳製品

野菜類

穀類 500Ｂｑ／Ｋｇ

肉・卵・魚・その他

＜放射能等の強さを示す単位について＞（出典 )及び )参照）1 3
放射能とは、放射線（エックス線など）を出す能力のことを言います。ここで用いられている

単位時間内に原子核が崩壊する単位 （ベクレル）とは、放射能の強さを計る単位であり、Bq
数を表しています。１ベクレルは、１秒間に１個の原子核が崩壊して放射線を出す放

射能の強さのことを言います。一方、人間が放射線を浴びた時の影響度を示す単位と

しては、Sv（シーベルト）があります。

Bq（ベクレル）とSv（シーベルト）は以下のように換算できます。

（例１）

500Bqの放射性セシウム137が検出された飲食物を１kg食べた場合の人体

、 （ ）への影響は 500×1.3×10 ＝0.0065mSv ミリシーベルト＝Svの1/1000-5(※)

となります。

（例２）

300Bqの放射性ヨウ素131が検出された飲食物を１kg食べた場合の人体への影響は、

300×2.2×10 ＝0.0066mSvとなります。-5(※)

※実効線量係数（経口 ：放射能の単位であるベクレルから生体影響の単位である）

シーベルトに換算する係数。核種（放射能の種類 、化学形、摂取経路により放）

射線障害防止法などで規定されており、以上の例は、同法に基づく告示に規定さ

れた数値（経口摂取・成人）を用いています。
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